
合志中学校のきまり ※校則の見直しにより変更になる可能性があります。

（服装、履き物、カバン、頭髪、所持品、校内生活等）
１ 服装

①本校生は標準マーク入りの制服を着用します。左胸ポケットに名札をつけ、中学生

らしく品位を保ち、清潔な服装を心がけます。※名札は学校内のみ着用します。

②制服の種類と着用期間

制服には、学ラン・セーラー服・男女共用のブレザーがあり、学ランとセーラー服については

中間服もあります。季節によって自分の体調に合った冬服、中間服、夏服を着用します。

※儀式的行事の入学式・卒業式は冬服を着用します。

③ 制服

○男子（ア）冬服…黒の学生服。右襟に校章を付けます。（校章は学校で販売）

・上衣は丈の長さがそでより短いもの（短ラン）、また、丈の長さが極端に長いもの

（長ラン）は使用しません。

・ズボンはワンタックまでとします。

（イ）夏服…白の半袖シャツ、ズボンは冬服と同型です

（ウ）中間服…白の長袖シャツ、ズボンは冬服と同型です

○女子（ア）冬服…紺のセーラー服とジャンパースカート、黒のネクタイ。

※スカートの丈は、膝立ちでスカートが床に着く程度とします。

（イ）夏服…オフホワイトのオーバーブラウス、紺のスカート。

（ウ）中間服…白の長袖ブラウス、冬のジャンパースカート。紺のリボン。

※男女とも保健衛生上、シャツの下には下着（白、グレー、黒、紺、茶の単色無地で、

柄・文字は手のひらで隠れる程度）を着用します。

○男女共用・・・紺色のブレザー（学校指定のもの）

① 防寒着････原則として厳寒期に次の規定に基づいて、防寒着の着用ができます。

（ア）防寒具のジャンパーに関しては、白・黒・紺・グレーの無地とする。

素材は規定しないが、柄はワンポイントまでとする。女子用トッパーも許可する。

部活動生は部活でそろえた防寒着（トレーニングウエア等）を着用する。

（イ）登下校時の手袋、マフラー、ネックウォーマーは派手にならないものとする。

（ウ）紺又は黒のストッキングを着用してもよい。

（エ）制服の中に着るトレーナーは、フード付ではないものとする。

２ 履き物

①ソックス…白、黒、紺、グレーの単色とする。

②靴…体育時に使用ができ、すべて白地のひもつき運動靴

とする。

※ひもの色も白。※デッキシューズ等は不可。



３ カバン

学校で定めた通学用カバンを使用すること。

通学用カバンに入ることのできない用具（体育服・部活動着等）に

ついては、学校で定めたサブバックおよび学校生活にふさわしく、

派手ではない各部活動等で許可を受けたサブバックを使用すること。

※キーホルダー等のアクセサリーはつけないこと

４ 頭髪

○男子

① 髪型は、眉、耳にかからない程度とします。

② 剃り込み、眉剃り、パーマ、脱色、染色は禁止です。

③ 整髪料は使用しません。

○女子

① 頭髪が肩にかかる場合は、ゴムひもで結びます。（ゴムの色は黒、紺、茶の３色）

② ヘアーバンド、装飾品、リボンはつけません。

③ 眉剃り、パーマ、脱色、染色は禁止です。

④ 化粧等はしません。

○男女共通

アシンメトリー（左右非対称）、ソフトモヒカン、ツーブロック、極端な刈り上げ等は禁止。

５ 届け出

欠席・遅刻・早退・忌引等をする場合は、必ず保護者より学校に安心・安全メールまたは

電話にて連絡してください。

※８：００までに連絡をお願いします。

６ その他

①不要な金銭、ナイフ等の危険物やその他学習に必要のない品物は持って来ません。

②スマートホンなど通信機器の学校への持ち込みは禁止です。。

※家庭の事情等によりやむを得ない理由がある場合は、ご相談下さい。

③所持品には、学年、組、番号、氏名を明記しましょう。

④時間に余裕をもって登校し、遅刻をしないようにしましょう。８時には昇降口を通過し、８時

１０分には教室の席に着いておきます。

⑤公衆電話の使用については、緊急の場合を除き、始業前と放課後に使うことができます。

⑥外出の際は必ず家の方の許可を受けるようにしましょう。

⑦外泊および夜間外出は禁止です。

⑧カラオケボックス、ゲームセンター（各種遊技場）への子どもだけでの出入りは禁止です。

必ず保護者と一緒に行くようにしましょう。

⑨校区外へ出かける場合は、原則として保護者同伴とします。ただし、子ども同士で行く場合は

同伴者、行き先、帰宅時間を保護者に確認した上で、保護者の責任のもと行くようにしましょ

う。（映画を見に行く場合も同じです。）

ルール、決まりを守り、楽しい学校生活を送りましょう。

通学用カバン

サブバック


